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①
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度
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岡
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岡
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五
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政
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規
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規
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に
よ
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収
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書
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覧
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写
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付
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。
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政
治
資
金
規
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規
定
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収
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付
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程
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す
る
告
示

　

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
収
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写
し
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交
付
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関
す
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規
程
（
平
成

二
十
年
十
二
月
二
十
五
日
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
四
号
）
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一
部
を
次
の
よ
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に
改

正
す
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。

　

第
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に
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一
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加
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。
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収
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よ
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光
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日
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産
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光
デ
ィ
ス
ク
の
再

生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
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写
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付
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項
に
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一
号
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加
え
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。
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前
条
第
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号
に
掲
げ
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交
付　

光
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ク
一
枚
に
つ
き
百
円
に
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
一

　
　

枚
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と
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十
円
を
加
え
た
額

　

様
式
第
二
号
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。
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令和２年５月８日　金曜日 2第 100 号

様式第２号（第４条関係）

収支報告書等の写しの交付請求書

福岡県選挙管理委員会　殿

年　　月　　日

住　所（法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地）

（〒　　　　　　）

請　求　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号（　　　）　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　（連絡先又は連絡担当者が上記と異なる場合は、その連絡先又は連絡担当者）

　　　　　　　（〒　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 20条の２第２項の規定により、次のとおり収支

報告書等の写しの交付を請求します。

請求する政治団体の

名称及び収支報告書等

写しの交付の方法

※該当する□内にレ印を記入

してください。

□　複写機により日本産業規格Ａ列４番の用紙に複写したもの（白黒）

□　スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を次の媒体に複写

したもの（□　ＦＤ　　□　ＣＤ－Ｒ　　□　ＤＶＤ－Ｒ）

□　郵送希望
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。
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一
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岡
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四
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。
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項
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。
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光
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一
枚
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つ
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に
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を
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式
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一
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を
次
の
と
お
り
改
め
る
。



令和２年５月８日　金曜日 4第 100 号

様式第１号（第２条関係） 
 

少額領収書等の写しに係る開示請求書 
 
福岡県選挙管理委員会 殿 

 年  月  日 
 

    住所又は居所（法人その他の団体にあっては、事務所等の所在地）  
（〒      ） 

請 求 者                                  
氏 名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                    
電話番号（   ）   －                   

       （連絡先又は連絡担当者が上記と異なる場合は、その連絡先又は連絡担当者） 
        （〒    ）                           
                                          

 
政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 19 条の 16 第３項の規定により、次のとおり少額

領収書等の写しの開示を請求します。 
 

請求する国会議員関係

政治団体の名称、支出さ

れた年及び支出項目 
※支出項目欄には、下記の①～

⑨の支出項目を記入してくださ

い。 

①光熱水費 ②備品・消耗品費 

③事務所費 ④組織活動費 ⑤

選挙関係費 ⑥機関紙誌の発行

その他の事業費 ⑦調査研究費 

⑧寄附・交付金  ⑨その他の

経費 

年 国会議員関係政治団体の名称 支出項目 
   

開示請求の理由・目的 
 
※開示請求の理由・目的をでき

るだけ具体的に記載してくだ

さい。 

 

求める開示の実施の 
方法 
 
※該当する□内にレ印を記入 

してください。 

 
□ 閲覧 
□ 複写機により日本産業規格Ａ列４番の用紙に複写したもの（白黒） 
□ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を次の媒体に複写し

たもの（□ ＦＤ  □ ＣＤ－Ｒ  □ ＤＶＤ－Ｒ） 
 

□ 郵送希望 
 



令和２年５月８日　金曜日5 第 100 号
　

様
式
第
六
号
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。



令和２年５月８日　金曜日 6第 100 号

様式第６号（第７条関係） 

 

少額領収書等の写しに係る開示決定通知書 

第   号 

  年  月  日 

様 

福岡県選挙管理委員会  印 

 

 

     年  月  日付けで開示請求のあった国会議員関係政治団体の収支報告書に

係る少額領収書等の写しについては、政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 19 条の

16第 11 項の規定により、次のとおり全部を開示することを決定したので通知します。 

 

開示請求に係る国会議員

関係政治団体の名称等 

 

求めることができる開示

の実施の方法及び費用負

担の額 

 

※開示請求書で希望された方法

によるほか、右に記載した方法に

よることも可能です。 

種類・ 

数量等 
開示の実施の方法 

費用負担 

の額  

 

 

閲覧 無  料 

複写機により日本産業規格Ａ列４番の

用紙に複写したもの（白黒） 円 

スキャナにより読み取ってできた電磁

的記録をＦＤに複写したもの   円 

スキャナにより読み取ってできた電磁

的記録をＣＤ－Ｒに複写したもの  円 

スキャナにより読み取ってできた電磁

的記録をＤＶＤ－Ｒに複写したもの 円 

開示を実施することがで

きる日時及び場所 

※開示の実施の申出ができる期

間とは異なります。 

日時 
      

   

場所  

写しの送付による場合の

準備日数及び送付費用 

 

問い合わせ先 

〒 

 

福岡県選挙管理委員会 

電話番号（    ）   －      内線（     ） 

注１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３
か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったこ
とを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して
１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内
に、福岡県を被告として（代表者は福岡県選挙管理委員会となります。）、処分の取消しの
訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算し
て６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消し
の訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、
当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分
の取消しの訴えを提起することができます。 

３ 開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。 
 ４ 上記以外の日時における開示の実施を希望する場合は、福岡県選挙管理委員会まで連絡し

てください。 

 



令和２年５月８日　金曜日7 第 100 号
　

様
式
第
七
号
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。



令和２年５月８日　金曜日 8第 100 号

様式第７号（第７条関係） 

 

少額領収書等の写しに係る部分開示決定通知書 

第   号 

  年  月  日 

様 

福岡県選挙管理委員会  印 

 

     年  月  日付けで開示請求のあった国会議員関係政治団体の収支報告書に

係る少額領収書等の写しについては、政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 19 条

の 16 第 11項の規定により、次のとおり一部を開示することを決定したので通知します。 

 

開示請求に係る国会議員

関係政治団体の名称等 

 

不開示とした部分及び 

理由 

 

該当号 説明 

  

求めることができる開示

の実施の方法及び費用負

担の額 

 

※開示請求書で希望された方法

によるほか、右に記載した方法に

よることも可能です。 

種類・ 

数量等 
開示の実施の方法 

費用負担 

の額  

 

 

閲覧 無  料 

複写機により日本産業規格Ａ列４番の

用紙に複写したもの（白黒） 円 

スキャナにより読み取ってできた電磁

的記録をＦＤに複写したもの   円 

スキャナにより読み取ってできた電磁

的記録をＣＤ－Ｒに複写したもの  円 

スキャナにより読み取ってできた電磁

的記録をＤＶＤ－Ｒに複写したもの 円 

開示を実施することがで

きる日時及び場所 

※開示の実施の申出ができる期

間とは異なります。 

日時  

場所  

写しの送付による場合の

準備日数及び送付費用 

 

問い合わせ先 

〒 

 

福岡県選挙管理委員会 

電話番号（    ）   －      内線（     ） 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３
か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったこ
とを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して
１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内
に、福岡県を被告として（代表者は福岡県選挙管理委員会となります。）、処分の取消しの
訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算し
て６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消し
の訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、
当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分
の取消しの訴えを提起することができます。 

３ 開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。 
 ４ 上記以外の日時における開示の実施を希望する場合は、福岡県選挙管理委員会まで連絡し

てください。 

 



令和２年５月８日　金曜日9 第 100 号

　
　
　
附
　
則
　
　

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已  　

　

一　

病
院　

太
宰
府
市
の
表
中　
　

介
護
老
人
保
健
施
設
同
朋

〃　
　
　

宰
都
二

−

八

−

一
二

　

を

介
護
老
人
保
健
施
設
同
朋

〃　
　
　

宰
都
二

−

八

−

一
二

　

に
改
め
る
。

水
城
病
院
介
護
医
療
院

〃　
　
　

通
古
賀
三

−

一
〇

−
一

　

一　

病
院　

福
津
市
の
表
中　

医
療
法
人
社
団
宗
正
会
東
福
間
病
院

〃　
　
　

津
丸
一
一
六
四

−

三　

　

を

東
福
間
病
院

〃　
　
　

津
丸
一
一
六
四

−

三　

　

に
改
め
る
。

東
福
間
病
院
介
護
医
療
院

〃　
　
　

津
丸
一
一
六
四

−

三　

　

福
岡
県
職
員
採
用
（
Ⅰ
類
・
Ⅱ
類
・
Ⅲ
類
・
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
）
試
験
を
別
表
の
と
お
り
施

行
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

井　

手　

和　

英



令和２年５月８日　金曜日 10第 100 号
令令

和和
２２

年年
度度

福福
岡岡

県県
職職

員員
採採

用用
試試

験験

回
種

合
格

者
発

表
数

類
発

表
の

方
法

第
第

7
行

　
　

政
　
教
養
試
験

月

教
育

行
政

　
専
門
試
験

上

警
察

行
政

次
次

旬
第

児
童

福
祉

土
　

　
木

建
　

　
築

Ⅰ
機

　
　

械
電

　
　

気
化

　
　

学
1
8
3

農
　

　
業

農
業

土
木

類
林

　
　

業
畜

　
　

産
水

　
　

産
第

最
8

薬
 
剤

 
師

月
回

栄
 
養

 
士

中
次

終
旬

・ ・

農
　
　
業

・
保
健
福
祉
事
務
所
（
糸
島
）

・
第

第
1
0

第
民

　
教
養
試
験

福
岡
市

月
間

　
論
文
試
験

東
京
都

上
・

企
次

次
旬

業
1
8
4

等
行
　
　
政

職 務
第

1
1

最
1
2

経
月

月
回

験
上

中
中

者
次

旬
旬

終
旬

～

第
第

1
0

　
教
養
試
験

月
　
専
門
試
験

上
Ⅱ

次
次

旬

行
　

　
政

教
育

行
政

第
第

1
0

最
1
1

類
月

月
中

下
中

次
旬

旬
終

旬
～

1
8
5

第
福
岡
市

第
1
0

久
留
米
市

月
飯
塚
市

上
Ⅲ

行
　

　
政

次
北
九
州
市

次
旬

回
教

育
行

政
警

察
行

政
土

　
　

木
農

業
土

木
類

林
　

　
業

第
1
0

最
1
1

月
月

中
下

上
次

旬
旬

終
旬

～

（
注
２
）
上
表
中
「
大
学
」
と
は
、
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
、
防
衛
大
学
校
、
防
衛
医
科
大
学
校
、
水
産
大
学
校
、
海
上
保
安
大
学
校
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の
を
い
う
。

（
注
３
）
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
採
用
試
験
の
「
民
間
企
業
等
に
お
け
る
職
務
経
験
」
と
は
、
会
社
員
、
公
務
員
、
自
営
業
者
と
し
て
６
ヶ
月
以
上
継
続
し
て
就
業
す
る
こ
と
（
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
3
0
時
間
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の
を
い
う
。

な
お
、
令
和
２
年
６
月
末
現
在
、
福
岡
県
職
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
、
任
期
付
職
員
、
臨
時
的
任
用
職
員
及
び
非
常
勤
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
る
者
は
こ
の
試
験
を
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

試
験

区
分

受
 
 
験

 
 
資

 
 
格

試
験

日
試

験
種

目
試

験
地

受
付

期
間

試
験

の
特

例
等

申
込

用
紙

等
試

験
の

申
込

先
そ

 
の

 
他

発
表

日
の

配
布

場
所

年 齢

薬
剤
師
以
外

①
平

成
３

年
４

月
２

日
か

ら
平

成
1
1
年

４
月

１
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

②
平

成
1
1
年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

で
大

学
を

卒
業

し
た

者
又

は
令

和
３

年
３

月
ま

で
に

大
学

を
卒

業
す

る
見

込
み

の
者

　
合

格
者

の
受

験
番

号
を

、
福

岡
県

庁
舎

行
政

棟
北

側
告

知
板

及
び

福
岡

県
人

事
委

員
会

事
務

局
前

廊
下

に
掲

示
す

る
と

と
も

に
福

岡
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
も

掲
載

す
る

。
　

合
格

者
に

は
書

面
で

通
知

す
る

。

①
持

参
又

は
郵

送
の

場
合

は
、

令
和

２
年

５
月

1
1
日

か
ら

令
和

２
年

５
月

2
2
日

ま
で

 
 
な

お
、

郵
送

に
よ

る
申

込
み

は
令

和
２

年
５

月
2
2
日

ま
で

の
消

印
の

あ
る

も
の

に
限

る
。

②
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
場

合
は

、
令

和
２

年
５

月
1
1
日

か
ら

令
和

２
年

５
月

1
9
日

ま
で

１
2
8

日

薬
剤

師

①
福

岡
県

人
事

委
員

会
事

務
局

　
福
岡
県
人
事
委
員
会

事
務
局

　
こ
の
試
験
の
問
合
せ

は
、
福
岡
県
人
事
委
員

会
事
務
局
に
行
う
こ

と
。

　
試
験
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
別
に
試
験
案
内

を
交
付
す
る
。

6 月
１

②
福

岡
県

庁
１

階
 
総

合
案

内
、

県
民

情
報

セ
ン

タ
ー

福
岡
市

東
京
都

①
平

成
元

年
４

月
２

日
か

ら
平

成
９

年
４

月
１

日
ま

で
に

生
ま

れ
た

者
②

平
成

９
年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

で
大

学
を

卒
業

し
た

者
又

は
令

和
３

年
３

月
ま

で
に

大
学

を
卒

業
す

る
見

込
み

の
者

③
ア

ク
ロ

ス
福

岡
２

階
 
文

化
観

光
情

報
ひ

ろ
ば

④
福

岡
市

役
所

１
階

 
福

岡
市

情
報

プ
ラ

ザ

　
Ⅰ
類
行
政
、
教
育
行

政
及
び
警
察
行
政
、
Ⅱ

類
（
農
業
を
除
く
。
）

並
び
に
Ⅲ
類
行
政
、
教

育
行
政
及
び
警
察
行
政

に
つ
い
て
は
、
点
字
に

よ
る
試
験
（
試
験
地
は

福
岡
市
に
限
る
。
）
及

び
拡
大
文
字
に
よ
る
試

験
を
実
施
す
る
。

資 格 ・ 免 許

児
童

福
祉

 
 
児

童
福

祉
司

の
任

用
資

格
を

有
す

る
者

又
は

令
和

３
年

３
月

ま
で

に
資

格
を

取
得

す
る

見
込

み
の

者
7 月

⑤
東

京
、

大
阪

の
各

福
岡

県
事

務
所

薬
剤

師

　
薬

剤
師

の
免

許
を

有
す

る
者

又
は

令
和

３
年

５
月

ま
で

に
免

許
を

取
得

す
る

見
込

み
の

者
中

　
論
文
試
験

　
人
物
試
験

　
資
格
調
査

福
岡
市

２
旬 ～ 下

⑥
県
内
の
県
の
出
先
機
関

栄
養

士

　
管

理
栄

養
士

の
免

許
を

有
す

る
者

又
は

令
和

３
年

５
月

ま
で

に
免

許
を

取
得

す
る

見
込

み
の

者
旬

県
税
事
務
所
（
博
多
、
北
九

州
東
、
北
九
州
西
、
田
川
、

飯
塚
・
直
方
、
久
留
米
）

日

Ⅱ 類

　
平
成
７
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
1
3
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

保
健
福
祉
環
境
事
務
所
（
宗

像
・
遠
賀
、
南
筑
後
）

※
①

に
つ

い
て

は
郵

送
に

よ
る

申
込

用
紙

の
請

求
も

で
き

る
。

⑦
各

大
学

、
短

大
等

の
就

職
担

当
窓

口
　
論
文
試
験

　
人
物
試
験

　
資
格
調
査

①
持

参
又

は
郵

送
の

場
合

は
、

令
和

２
年

７
月

1
3
日

か
ら

令
和

２
年

７
月

2
2
日

ま
で

 
 
な

お
、

郵
送

に
よ

る
申

込
み

は
令

和
２

年
７

月
2
2
日

ま
で

の
消

印
の

あ
る

も
の

に
限

る
。

②
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
場

合
は

、
令

和
２

年
７

月
1
3
日

か
ら

令
和

２
年

７
月

2
0
日

ま
で

農
林
事
務
所
（
福
岡
、
朝
倉
､

八
幡
､
筑
後
､
行
橋
）

１
県
土
整
備
事
務
所
（
福
岡
、

南
筑
後
、
直
方
、
京
築
、
八

女
、
那
珂
）

　
昭
和
3
6
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
、
令
和
２
年
６
月
末
日

現
在
民
間
企
業
等
に
お
け
る
職
務
経
験
を
５
年
以
上
有
す
る
者

２
福
岡
市

日8

１
月 2
3

　
平

成
７

年
４

月
２

日
か

ら
平

成
1
3
年

４
月

１
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

①
持

参
又

は
郵

送
の

場
合

は
、

令
和

２
年

８
月

1
1
日

か
ら

令
和

２
年

８
月

2
1
日

ま
で

 
 
な

お
、

郵
送

に
よ

る
申

込
み

は
令

和
２

年
８

月
2
1
日

ま
で

の
消

印
の

あ
る

も
の

に
限

る
。

②
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
場

合
は

、
令

和
２

年
８

月
1
1
日

か
ら

令
和

２
年

８
月

1
8
日

ま
で

9

１
月

福
岡
市

　
論
文
試
験

　
人
物
試
験

　
資
格
調
査

※
⑦
に
つ
い
て
は
民
間
企
業
等

職
務
経
験
者
採
用
試
験
を
除

く
。

た
だ
し
、
Ⅰ
類
栄
養
士
の
試
験
区
分
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
も
現
に
日
本
に
永
住
し
て
い
る
者
は
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
福
岡
市

　
平

成
９

年
４

月
２

日
か

ら
平

成
1
5
年

４
月

１
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

（
た

だ
し

、
大

学
に

お
け

る
在

学
期

間
が

２
年

を
超

え
る

者
を

除
く

｡
）

土
木
、
農
業
土
木
及
び

林
業
は

　
教
養
試
験

　
専
門
試
験

上
記
以
外
は

　
教
養
試
験

9

１
月

１
2
7

１
2
7

（
注
１
）
地
方
公
務
員
法
第
１
６
条
に
該
当
す
る
者
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
及
び
平
成
１
１
年
改
正
前
の
民
法
の
規
定
に
よ
る
準
禁
治
産
の
宣
告
を
受
け
て
い
る
者
（
心
神
耗
弱
を
原
因
と
す
る
も
の
以
外
）
は
、
上
表
の
採
用
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

日

　
作
文
試
験

　
人
物
試
験

　
資
格
調
査

２
福
岡
市



令和２年５月８日　金曜日11 第 100 号
　

福
岡
県
職
員
採
用
選
考
試
験
（
前
期
）
を
別
表
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

井　

手　

和　

英



令和２年５月８日　金曜日 12第 100 号

令令
和和

２２
年年

度度
福福

岡岡
県県

職職
員員

採採
用用

選選
考考

試試
験験

（（
前前

期期
））

発
表

の
方

法
　

看
護

師
業

務
こ

ど
も

療
育

セ
ン

タ
ー

新
光

園
（

医
療

型
障

害
児

入
所

施
設

）
、

児
童

相
談

所

　
看

護
師

若
し

く
は

准
看

護
師

免
許

を
有

す
る

者
又

は
令

和
３

年
５

月
ま

で
に

免
許

を
取

得
す

る
見

込
み

の
者

　
昭

和
6
0
年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

　
日

本
国

籍
を

有
す

る
者

、
又

は
日

本
国

籍
を

有
し

な
い

者
で

あ
っ

て
も

、
現

に
日

本
に

永
住

し
て

い
る

者

金
属

　
金

属
材

料
の

熱
処

理
、

鋳
造

・
溶

解
・

溶
接

、
レ

ー
ザ

ー
加

工
及

び
材

料
評

価
に

関
す

る
研

究
、

試
験

、
技

術
指

導
、

人
材

育
成

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

（
機

械
電

子
研

究
所

）

　
金

属
加

工
技

術
（

熱
処

理
、

塑
性

加
工

、
鋳

造
・

溶
解

・
接

合
）

に
関

す
る

学
科

化
学

Ｄ

　
環

境
保

全
（

大
気

、
水

質
、

土
壌

、
廃

棄
物

及
び

放
射

線
等

）
に

関
す

る
調

査
、

試
験

及
び

研
究

保
健

環
境

研
究

所
　

分
析

化
学

、
環

境
化

学
、

環
境

工
学

、
放

射
線

等
に

関
す

る
学

科

　
獣

医
師

業
務

保
健

福
祉

環
境

事
務

所
、

食
肉

衛
生

検
査

所
、

家
畜

保
健

衛
生

所
等

　
獣

医
師

免
許

を
有

す
る

者
又

は
令

和
３

年
５

月
ま

で
に

免
許

を
取

得
す

る
見

込
み

の
者

①
昭

和
5
6
年

４
月

２
日

か
ら

平
成

９
年

４
月

１
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

②
平

成
９

年
４

月
２

日
以

降
に

生
ま

れ
た

者
で

あ
っ

て
、

学
校

教
育

法
に

基
づ

く
大

学
（

短
期

大
学

を
除

く
。

）
を

卒
業

し
た

者
又

は
令

和
３

年
３

月
ま

で
に

卒
業

見
込

み
の

者

　
日

本
国

籍
を

有
す

る
者

　
船

舶
の

運
転

、
漁

業
取

締
り

及
び

調
査

観
測

業
務

並
び

に
司

厨
業

務

農
林

水
産

部
水

産
局

漁
業

管
理

課
、

水
産

海
洋

技
術

セ
ン

タ
ー

　
五

級
海

技
士

（
航

海
）

以
上

の
免

許
を

有
す

る
者

又
は

令
和

３
年

６
月

ま
で

に
免

許
を

取
得

す
る

見
込

み
の

者

　
昭

和
6
0
年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

　
日

本
国

籍
を

有
す

る
者

　
心

理
判

定
、

心
理

療
法

及
び

相
談

・
指

導
等

の
業

務

児
童

相
談

所
等

　
大

学
に

お
い

て
、

心
理

学
を

専
修

す
る

学
科

又
は

こ
れ

に
相

当
す

る
課

程
を

修
め

て
卒

業
し

た
者

若
し

く
は

令
和

３
年

３
月

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

又
は

こ
れ

と
同

等
以

上
の

能
力

を
有

す
る

者

①
平

成
３

年
４

月
２

日
か

ら
平

成
1
1
年

４
月

１
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

②
平

成
1
1
年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

で
あ

っ
て

、
大

学
に

お
い

て
左

に
掲

げ
る

学
科

等
を

修
め

て
卒

業
し

た
者

又
は

令
和

３
年

３
月

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

　
日

本
国

籍
を

有
す

る
者

　
児

童
自

立
支

援
施

設
に

お
け

る
児

童
自

立
支

援
専

門
員

の
業

務

福
岡

学
園

　
福

岡
県

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

第
7
8

条
に

規
定

す
る

児
童

自
立

支
援

専
門

員
の

資
格

を
有

す
る

者
又

は
令

和
３

年
５

月
ま

で
に

資
格

を
取

得
す

る
見

込
み

の
者

　
昭

和
6
0
年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

　
日

本
国

籍
を

有
す

る
者

、
又

は
日

本
国

籍
を

有
し

な
い

者
で

あ
っ

て
も

、
現

に
日

本
に

永
住

し
て

い
る

者

職
種

・
区

分
職

　
務

　
内

　
容

採
 
　

用
 
　

時
勤

務
予

定
場

所
受

 
 
験

 
 
資

 
 
格

試
験

日
選

考
種

目
試

験
地

合
格

者
発

表
受

付
期

間
申

込
用

紙
等

試
験
の
申
込
先

そ
 
の

 
他

発
表

日
の

配
布

場
所

　
合

格
者

の
受

験
番

号
を

、
福

岡
県

庁
舎

行
政

棟
北

側
告

知
板

及
び

福
岡

県
人

事
委

員
会

事
務

局
前

廊
下

に
掲

示
す

る
と

と
も

に
福

岡
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
も

掲
載

す
る

。
　

合
格

者
に

は
書

面
で

通
知

す
る

。

①
持

参
又

は
郵

送
の

場
合

は
、

令
和

２
年

５
月

1
1
日

か
ら

令
和

２
年

５
月

2
2
日

ま
で

 
 
な

お
、

郵
送

に
よ

る
申

込
み

は
令

和
２

年
５

月
2
2
日

ま
で

の
消

印
の

あ
る

も
の

に
限

る
。

②
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
場

合
は

、
令

和
２

年
５

月
1
1
日

か
ら

令
和

２
年

５
月

1
9
日

ま
で

①
福

岡
県

人
事

委
員

会
事

務
局

②
福

岡
県

庁
１

階
総

合
案

内
、

県
民

情
報

セ
ン

タ
ー

③
ア

ク
ロ

ス
福

岡
２

階
文

化
観

光
情

報
ひ

ろ
ば

④
福

岡
市

役
所

１
階

 
福

岡
市

情
報

プ
ラ

ザ

⑤
東

京
、

大
阪

の
各

福
岡

県
事

務
所

⑥
県

内
の

県
の

出
先

機
関

・
県

税
事

務
所

（
博

多
、

北
九

州
東

、
北

九
州

西
、

田
川

、
飯

塚
・

直
方

、
久

留
米

）

・
保

健
福

祉
環

境
事

務
所

（
宗

像
・

遠
賀

、
南

筑
後

）

・
保

健
福

祉
事

務
所

（
糸

島
）

・
農

林
事

務
所

（
福

岡
、

朝
倉

、
八

幡
、

筑
後

、
行

橋
）

・
県

土
整

備
事

務
所

（
福

岡
、

南
筑

後
、

直
方

、
京

築
、

八
女

、
那

珂
）

※
①

に
つ

い
て

は
郵

送
に

よ
る

申
込

用
紙

の
請

求
も

で
き

る
。

　
福

岡
県

人
事

委
員

会
事

務
局

　
こ

の
試

験
の

問
合

せ
は

、
福

岡
県

人
事

委
員

会
事

務
局

に
行

う
こ

と
。

　
試

験
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

別
に

試
験

案
内

を
交

付
す

る
。

看
護

師

研 究 職 員

　
大

学
院

（
修

士
課

程
又

は
博

士
課

程
前

期
）

に
お

い
て

、
左

に
掲

げ
る

学
科

等
を

修
め

て
修

了
し

た
者

若
し

く
は

令
和

３
年

３
月

ま
で

に
修

了
見

込
み

の
者

又
は

こ
れ

と
同

等
以

上
の

能
力

を
有

す
る

者

①
昭

和
6
0
年

４
月

２
日

か
ら

平
成

９
年

４
月

１
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

②
平

成
９

年
４

月
２

日
以

降
に

生
ま

れ
た

者
で

あ
っ

て
、

大
学

院
（

修
士

課
程

又
は

博
士

課
程

前
期

）
に

お
い

て
、

左
に

掲
げ

る
学

科
等

を
修

め
て

修
了

し
た

者
又

は
令

和
３

年
３

月
ま

で
に

修
了

見
込

み
の

者

　
日

本
国

籍
を

有
す

る
者

、
又

は
日

本
国

籍
を

有
し

な
い

者
で

あ
っ

て
も

、
現

に
日

本
に

永
住

し
て

い
る

者

　
 
児

童
自

立
支

援
 
 
 
専

門
員

看
護

師
、

心
理

判
定

員
、

保
育

士
及

び
保

健
師

は 　
教

養
試

験
　

専
門

試
験

船
員

は
　

教
養

試
験

上
記

以
外

は
　

専
門

試
験

　
論

文
試

験

福
岡

市
東

京
都

第 １ 次

７ 月 中 旬

心
理

判
定

員

獣
医

師

船
員

（
航

海
）

第 １ 次

６ 月 2
8

日
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保

健
師

業
務

保
健

福
祉

環
境

事
務

所
等

　
保

健
師

免
許

を
有

す
る

者
又

は
令

和
３

年
５

月
ま

で
に

免
許

を
取

得
す

る
見

込
み

の
者

　
平

成
３

年
４

月
２

日
以

降
に

生
ま

れ
た

者
　

日
本

国
籍

を
有

す
る

者
、

又
は

日
本

国
籍

を
有

し
な

い
者

で
あ

っ
て

も
、

現
に

日
本

に
永

住
し

て
い

る
者

建
築

科

　
木

造
建

築
物

に
お

け
る

建
築

工
学

、
建

築
設

計
、

施
工

法
及

び
建

築
材

料
等

に
関

す
る

職
業

訓
練

指
導

空
調

設
備

科

　
建

築
設

備
の

施
工

並
び

に
冷

凍
、

冷
却

及
び

空
気

調
和

設
備

の
施

工
及

び
調

整
に

関
す

る
職

業
訓

練
指

導

自
動

車
整

備
科

　
自

動
車

整
備

士
の

養
成

施
設

と
し

て
の

自
動

車
の

構
造

、
整

備
法

、
検

査
法

及
び

故
障

探
求

等
に

関
す

る
職

業
訓

練
指

導

プ
ロ

グ
ラ

ム
設

計
科

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

に
よ

る
業

務
処

理
及

び
プ

ロ
グ

ラ
ム

設
計

等
に

関
す

る
職

業
訓

練
指

導

Ｏ
Ａ

事
務

科

　
簿

記
会

計
か

ら
ビ

ジ
ネ

ス
マ

ナ
ー

な
ど

事
務

に
必

要
な

一
般

常
識

か
ら

、
ア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ

ン
ソ

フ
ト

を
中

心
と

し
た

Ｏ
Ａ

機
器

の
操

作
方

法
や

文
書

処
理

に
関

す
る

職
業

訓
練

指
導

左
官

科

　
建

築
構

造
、

建
築

設
備

、
建

築
製

図
、

材
料

、
左

官
・

タ
イ

ル
施

工
実

習
等

に
関

す
る

職
業

訓
練

指
導

（
注

１
）

こ
の

試
験

を
受

験
で

き
な

い
者

・
地

方
公

務
員

法
第

１
６

条
に

該
当

す
る

者
・

平
成

１
１

年
改

正
前

の
民

法
の

規
定

に
よ

る
準

禁
治

産
の

宣
告

を
受

け
て

い
る

者
（

心
神

耗
弱

を
原

因
と

す
る

も
の

以
外

）
・

職
業

指
導

員
に

つ
い

て
は

、
職

業
訓

練
指

導
員

免
許

の
取

消
し

を
受

け
、

そ
の

取
消

し
の

日
か

ら
２

年
を

経
過

し
な

い
者

（
注

２
）

上
表

中
、

「
大

学
」

、
「

大
学

院
」

と
は

学
校

教
育

法
に

規
定

す
る

大
学

、
大

学
院

そ
の

他
人

事
委

員
会

が
認

め
る

も
の

を
い

う
。

職 業 指 導 員

県
立

高
等

技
術

専
門

校
、

福
岡

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

　
職

業
能

力
開

発
促

進
法

第
2
8
条

に
よ

る
職

業
訓

練
指

導
員

免
許

を
有

す
る

者
又

は
同

免
許

の
取

得
資

格
を

有
す

る
者

　
昭

和
6
0
年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

　
日

本
国

籍
を

有
す

る
者

、
又

は
日

本
国

籍
を

有
し

な
い

者
で

あ
っ

て
も

、
現

に
日

本
に

永
住

し
て

い
る

者
心

理
判

定
員

及
び

保
健

師
は

　
論

文
試

験
　

人
物

試
験

　
資

格
調

査

看
護

師
、

船
員

及
び

保
育

士
は

　
作

文
試

験
　

人
物

試
験

　
資

格
調

査

研
究

職
員

、
獣

医
師

及
び

児
童

自
立

支
援

専
門

員
は

　
人

物
試

験
　

資
格

調
査

職
業

指
導

員
は

　
実

技
試

験
　

人
物

試
験

　
資

格
調

査

職
業

指
導

員
は

　
福

岡
県

上
記

以
外

は
　

福
岡

市

最 終

８ 月 中 旬

保
育

士

児
童

相
談

所
、

福
岡

学
園

、
こ

ど
も

療
育

セ
ン

タ
ー

新
光

園

　
保

育
士

の
資

格
を

有
す

る
者

又
は

令
和

３
年

３
月

ま
で

に
資

格
を

取
得

す
る

見
込

み
の

者

第 ２ 次

保
健

師

　
平

成
３

年
４

月
２

日
以

降
に

生
ま

れ
た

者
　

日
本

国
籍

を
有

す
る

者
、

又
は

日
本

国
籍

を
有

し
な

い
者

で
あ

っ
て

も
、

現
に

日
本

に
永

住
し

て
い

る
者

　
児

童
福

祉
施

設
等

に
お

け
る

保
育

士
の

業
務

７ 月 下 旬 ～ ８ 月 上 旬

・
建

築
科

は
建

築
科

の
職

業
訓

練
指

導
員

免
許

・
空

調
設

備
科

は
冷

凍
空

調
機

器
科

の
職

業
訓

練
指

導
員

免
許

・
自

動
車

整
備

科
は

自
動

車
整

備
科

の
職

業
訓

練
指

導
員

免
許

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

設
計

科
は

情
報

処
理

科
の

職
業

訓
練

指
導

員
免

許 ・
Ｏ

Ａ
事

務
科

は
事

務
科

の
職

業
訓

練
指

導
員

免
許

・
左

官
科

は
左

官
・

タ
イ

ル
科

の
職

業
訓

練
指

導
員

免
許
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就
職
氷
河
期
世
代
を
対
象
と
す
る
職
員
採
用
選
考
試
験
を
別
表
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

井　

手　

和　

英



令和２年５月８日　金曜日15 第 100 号

就就
職職

氷氷
河河
期期

世世
代代
をを

対対
象象
とと

すす
るる
福福

岡岡
県県

職職
員員
採採

用用
選選

考考
試試

験験

試
験

区
分

勤
務

先
及

び
職

務
内

容
受

 
 
験

 
 
資

 
 
格

試
験

日
選

考
種

目
試

験
地

合
格

者
発

表
受

付
期

間
申

込
用

紙
等

試
験

の
申

込
先

そ
 
の

 
他

発
表

日
発

表
の

方
法

の
配

布
場

所

行
政

福
岡

市

教
育

行
政

1
1

福
岡

市

警
察

行
政

（
注

１
）

地
方

公
務

員
法

第
１

６
条

に
該

当
す

る
者

、
日

本
国

籍
を

有
し

な
い

者
及

び
平

成
１

１
年

改
正

前
の

民
法

の
規

定
に

よ
る

準
禁

治
産

の
宣

告
を

受
け

て
い

る
者

（
心

神
耗

弱
を

原
因

と
す

る
も

の
以

外
）

は
、

上
表

の
採

用
試

験
を

受
け

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

（
注

２
）

上
表

中
「

正
規

雇
用

労
働

者
」

と
は

、
次

の
全

て
に

該
当

す
る

労
働

者
を

い
う

。

・
期

間
の

定
め

の
な

い
労

働
契

約
を

締
結

し
て

い
る

労
働

者
で

あ
る

こ
と

。

・
派

遣
労

働
者

と
し

て
雇

用
さ

れ
て

い
る

者
で

な
い

こ
と

。

・
同

一
の

事
業

主
に

雇
用

さ
れ

る
通

常
の

労
働

者
に

適
用

さ
れ

る
就

業
規

則
等

に
規

定
す

る
賃

金
の

算
定

方
法

及
び

支
給

形
態

、
賞

与
、

退
職

金
、

休
日

、
定

期
的

な
昇

給
や

昇
格

の
有

無
等

の
労

働
条

件
に

つ
い

て
長

期
雇

用
を

前
提

と
し

た
待

遇
が

適
用

さ
れ

て
い

る
労

働
者

で
あ

る
こ

と
。

　
知

事
部

局
（

本
庁

又
は

出
先

機
関

）
、

各
行

政
委

員
会

事
務

局
（

公
安

委
員

会
を

除
く

。
）

、
議

会
事

務
局

又
は

企
業

局
に

お
い

て
事

務
に

従
事

　
次

の
(
1
)
～
(
3
)の

要
件

を
全

て
満

た
す

者
(
1
)
昭

和
4
5
年

４
月

２
日

か
ら

昭
和
6
1
年

４
月

１
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

(
2
)
令

和
元

年
７

月
１

日
か

ら
令

和
２

年
６

月
3
0
日

ま
で

の
間

に
正

規
雇

用
労

働
者

と
し

て
雇

用
さ

れ
て

い
な

い
者

(
3
)
平

成
2
7
年

７
月

１
日

か
ら

令
和

２
年

６
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
正

規
雇

用
労

働
者

と
し

て
の

雇
用

期
間

が
通

算
１

年
以

下
の

者

第 １ 次

８ 月 2
3

日

教
養

試
験

作
文

試
験

第 １ 次

1
0
月 中 旬

　
合

格
者

の
受

験
番

号
を

、
福

岡
県

庁
舎

行
政

棟
北

側
告

知
板

及
び

福
岡

県
人

事
委

員
会

事
務

局
前

廊
下

に
掲

示
す

る
と

と
も

に
福

岡
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
も

掲
載

す
る

。
　

合
格

者
に

は
書

面
で

通
知

す
る

。

①
持

参
又

は
郵

送
の

場
合

は
、

令
和

２
年

７
月

６
日

か
ら

令
和

２
年

７
月
1
7
日

ま
で

な
お

、
郵

送
に

よ
る

申
込

み
は

令
和

２
年

７
月
1
7
日

ま
で

の
消

印
の

あ
る

も
の

に
限

る
。

②
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
場

合
は

、
令

和
２

年
７

月
６

日
か

ら
令

和
２

年
７

月
1
4
日

ま
で

①
福

岡
県

人
事

委
員

会
事

務
局

②
福

岡
県

庁
１
階
総

合
案
内

、
県

民
情

報
セ

ン
タ

ー

③
ア
ク
ロ
ス

福
岡

２
階

 
文
化
観
光
情
報

ひ
ろ
ば

④
福

岡
市
役

所
１
階

 
福

岡
市
情
報
プ
ラ

ザ ⑤
東
京

、
大
阪
の

各
福

岡
県

事
務

所

⑥
県

内
の

県
の

出
先

機
関

・
県
税

事
務

所
（
博
多

、
北
九
州
東

、
北
九
州
西

、
田
川

、
飯
塚

・
直

方
、

久
留
米

）

・
保
健

福
祉
環
境

事
務

所
（
宗
像

・
遠
賀

、
南
筑
後

）

・
保
健

福
祉

事
務

所
（
糸
島

）

・
農
林

事
務

所
（

福
岡

、
朝
倉

、
八

幡
 
、
筑
後

、
行
橋

）

・
県
土
整
備

事
務

所
（

福
岡

、
南
筑

後
 
、
直

方
、
京
築

、
八
女

、
那
珂

）

※
①

に
つ

い
て

は
郵

送
に

よ
る

申
込

用
紙

の
請
求
も

で
き

る
。

　
福

岡
県

人
事

委
員

会
事

務
局

　
こ

の
試

験
の
問

合
せ

は
、

福
岡

県
人
事
委

員
会

事
務

局
に

行
う

こ
と

。
　

試
験

の
詳
細
に

つ
い

て
は

、
別
に

試
験
案

内
を
交
付

す
る

。

　
教

育
委

員
会

事
務

局
、

県
立

学
校

又
は

市
町
村
立

（
福

岡
市

及
び

北
九
州
市

を
除

く
。

）
小

・
中

・
義
務

教
育

・
特
別
支
援

学
校

に
お

い
て

事
務

に
従

事

第 ２ 次

人
物

試
験

資
格
調
査

最 終

1
2
月 中 旬

　
警

察
本

部
又

は
警

察
署
に

お
い

て
事

務
に

従
事

月 中 旬 ～ 下 旬

・
所

定
労

働
時

間
が

同
一

の
事

業
主

に
雇

用
さ

れ
る

通
常

の
労

働
者

の
所

定
労

働
時

間
と

同
じ

労
働

者
で

あ
る

こ
と

。
（
週

の
所

定
労

働
時

間
が
3
0
時

間
未

満
の

場
合

を
除

く
。

）



令和２年５月８日　金曜日 16第 100 号
　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
告
示
第
四
百
一
号

　

次
の
事
件
付
議
の
た
め
、
第
六
回
福
岡
県
議
会
臨
時
会
を
令
和
二
年
四
月
三
十
日
午
前
十
一
時
福
岡

県
議
会
議
事
堂
に
招
集
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

　

一　

令
和
二
年
度
福
岡
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

　

二　

福
岡
県
特
別
職
の
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

三　

特
定
大
規
模
災
害
等
に
対
処
す
る
た
め
の
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改　

　
　

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

四　

福
岡
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
等
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に　

　
　

つ
い
て

　

五　

専
決
処
分
に
つ
い
て
（
福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
）


